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河川敷地占用許可の考え方について 

 

河川敷地は、河川の流路を形成し、洪水の際には安全にこれを流下させ、洪

水による被害を除却又は軽減させるためのものであり、また､公共用物として河

川環境に配慮しつつ、他の利用に支障の無い範囲で一般公衆の多様な利用に供

すべきものであるが、これを前提としつつ、河川敷地占用許可準則（以下｢準則｣

という｡）では、国民の河川への親しみを醸成することが必要となっていること

を踏まえ、個々の河川の実態に即して、適正に占用許可を行うこととしている｡ 
具体的には、公園、広場等のように一般公衆の使用を増進する場合、橋梁設

置のように社会経済の必要性に基づいて河川として甘受しなければならない場

合等、占用目的、態様によって準則に定められた占用主体及び占用施設につい

て、占用許可申請を認めることとし、さらに個々の占用許可に当たっては、準

則に定められた基準により、治水上又は利水上の支障、他の者の利用との調整、

河川整備計画等との調整、土地利用状況、景観及び環境との調整を行い、かつ、

河川敷地の適正な利用に資すると認められるときに許可することができるもの

としている（準則第五１）｡ 

また、占用許可を行おうとする場合には、当該占用に係る河川敷地が存する

市町村の意見を踏まえつつ、河川管理者が具体的な許可についての判断をすべ

きこととされている（準則第五２）｡ 

 

１．占用主体、占用施設の考え方について 

河川は公共空間であること等から、原則的な占用主体は、公共性又は公益性

を有する者としているが、例外的な占用主体として、通路、階段等の占用施設

を設置することが必要やむを得ないと認められる住民、事業者等、及びグライ

ダｰ練習場等の占用施設を設置することが必用やむを得ないと認められる非営

利の愛好者団体等を認めている（準則第六）。 

占用施設としては、河川敷地そのものを地域住民の福利厚生のために利用す

る施設、公共性又は公益性のある事業又は活動のために河川敷地を利用する施

設、河川空間を活用した街づくりに資する施設、河川水面の利用の向上及び適

正化に資する施設、住民の生活又は事業のために設置が必要やむを得ないと認

められる施設、周辺環境に影響を与える施設で、市街地から遠隔にあり、かつ、

公園等の他の利用が阻害されない河川敷地に立地する場合に、必要最小限の規

模で設置が認められる施設を、認めている（準則第七１、２）。 

また、これらの施設と一体をなす利用者のための駐車場を認めるほか、公園・
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緑地等の占用施設と一体をなす工作物として、施設利用者のための売店、便所、

休憩所、ベンチ等の設置を認めている｡（準則第七３） 

 

 

２．準則と河川環境整備計画等との関係について 
河川敷地の占用は、河川整備計画その他の河川の整備、保全又は利用に係る

計画が定められている場合にあっては、当該計画に沿ったものでなければなら

ず、これらの計画において保全すべきこととされている河川敷地については、

当該保全の趣旨に反する占用の許可をしてはならない（準則第十）こととされ

ており、これらの計画に沿って、占用許可は行われている。 
 

（１）河川環境管理基本計画 

①河川環境管理基本計画について 

昭和５６年３月に建設大臣から河川審議会に「河川環境管理のあり方につい

て」諮問し、同年１２月の答申において提言された河川環境管理基本計画の策

定を、河川局長通達「河川環境管理基本計画の策定について」（昭和５８年６月

２８日）に基づき進めてきている。 

 

② 河川環境管理基本計画の概要 

河川環境管理基本計画は、河川環境の保全と創造に係る施策を一元的、総合

的かつ計画的に実施するための基本的事項について、河川管理者、地方公共団

体、学識経験者等からなる協議会の意見を聴いた上、河川管理者が策定するも

のであり、河川空間管理計画と水環境管理計画から成る。 

・河川空間管理計画 

河川における自然環境の保全と人工的利用との調和を図るために、地域の特

性に応じ河川内を、自然ゾーン、自然利用ゾーン、整備ゾーンといった地域区

分を設け、それぞれに相応しい河川工事や管理を行う計画。 

・水環境管理計画 

河川の特性に応じて水量、水質に関して目標を設定するとともに、良好な水

環境を維持・形成するための基本的な方針を定める計画。 
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③河川空間管理計画の策定状況 

【Fig．１ 一級及び二級水系における河川空間管理計画の策定状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Fig．２ 一級水系における河川空間管理計画の策定状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Fig．３ 二級水系における河川空間管理計画の策定状況】 

 

 

 

 

 

 

 

策定水系

未策定水系

１，５５２水系
（５５％）

１，２７９水系
（４５％）

策定水系

未策定水系

１０９水系
（１００％）

策定水系

未策定水系

１，４４３水系
（５３％）

１，２７９水系
（４７％）
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（２）河川空間管理計画の例 

①一級河川荒川水系荒川 
○地域区分等 
・自然ゾーン 
河川特有の美しい河川景観や豊かな

自然植生があり、治水・利水目的及

び河川空間の利用に際しても自然環

境を可能な限り尊重し、自然とふれ

あう場として利用することが望まし

い空間 
 
・自然利用ゾーン 
河川特有の自然環境を活用し、釣り

や散策など自然志向のレクリエーシ

ョン活動の場として利用することが

望ましい空間 
 
・整備ゾーン 
河川空間ならではの親水性と広々と

した高水敷を活用し、自由に遊んだ

り、スポーツ活動ができる場として

利用することが望ましい空間 
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②一級河川太田川水系太田川ほか 
○地域区分等 
・自然ゾーン 
河川特有の自然環境や清涼な流れが

織りなす美しい河川景観を保全し、原

則として治水・利水目的以外の人工改

変を行わず、あるがままの自然とふれ

あう場として利用することが望まし

い空間 
・自然レクリエーションゾーン 
高水敷や河口部の広い空間で、河川特

有の自然環境を活用し、自由にレクリ

エーション活動ができる場として利

用することが望ましい空間 
・親水ゾーン 
清涼な流れを活用し、川とふれあい楽

しむ場として利用することが望まし

い空間 
・都市景観ゾーン 
「水の都広島」のシンボルとして、太

田川とまちが一体となって形成する

美しい都市景観の保全と創造を図る

ことが望ましい空間。 
・広場ゾーン 
広々とした高水敷を活用し、自由に遊

んだり、スポーツ活動ができる場とし

て利用することが望ましい空間。 
 

 

ゾーニングの図 

（参考１参照） 
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（３）河川整備基本方針等 

①河川整備基本方針について 

河川管理者が、工事及び河川の維持についての基本となるべき方針として、

従来工事実施基本計画で定められていた事項のうち、全国的な整備バランスを

確保しつつ、水系全体を見渡して定める必要のある事項を策定。具体的には、

河川の総合的な保全と利用に関する基本方針及び河川の整備の基本となるべき

事項を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

策定水系

未策定水系

２，５８７水系
（９１％）

２４４水系
（９％）

策定水系

未策定水系

８６水系
（７９％）

２３水系
（２１％）

【Fig．４ 一級及び二級水系における河川整備基本方針の策定状況】 

【Fig．５ 一級水系における河川整備基本方針の策定状況】 
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②河川整備計画について   

河川管理者は、河川整備基本方針に沿って計画的に河川整備を実施すべき

区間について、当該河川の整備に関する計画（河川整備計画）を策定するこ

ととされており、平成１６年１月２６日現在指定区間外の一級水系において

は９河川、指定区間の一級水系においては６１の圏域等において策定されて

いる。 

 

策定水系

未策定水系

２，５０１水系
（９２％）

２２１水系
（８％）

【Fig．６ 二級水系における河川整備基本方針の策定状況】

【一級水系（国土交通大臣管理区間）】
整備局 水系名 整備計画／決定日

北海道開発局 留萌
る も い

川
がわ

平成13年10月18日

北海道開発局 沙流
さ る

川
がわ

平成14年7月19日

東北地方整備局 最上川
もが みが わ

平成14年11月19日

関東地方整備局 多摩川
た ま が わ

平成13年3月30日

中部地方整備局 豊川
とよかわ

平成13年11月28日

近畿地方整備局 由良川
ゆ ら が わ

平成15年8月28日

四国地方整備局 渡川
わたりがわ

平成13年12月27日

九州地方整備局 大野川
おおの がわ

平成12年11月27日

九州地方整備局 白川
しらかわ

平成14年7月23日
＊渡川水系の河川整備計画は、中筋川圏域について策定
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③河川整備計画の例（多摩川水系多摩川） 
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○地域区分等 
・人工整備ゾーン（A タイプ） 
運動施設、遊戯施設、休憩施設、修景施設、便益施設等の人工的施設を積

極的に整備するゾーンである。 
・施設利用ゾーン（B タイプ） 
人工的な施設が中心となるが、とくに堤外地の自然環境が優れている部分

については、自然的レクリエーション施設、文教施設を配慮する。 
・整備・自然ゾーン（C タイプ） 

人工的利用と自然的利用が相半ばしているゾーンであり、散策路、休憩施

設等を配慮する。 
・自然利用ゾーン（D タイプ） 
野草園、自然観察園、自然探勝路等の自然的な施設を中心に整備する。若

干の人工的施設を配慮する。 
・自然保全ゾーン（E タイプ） 
自然生態系の保全を目的としたゾーンであり、積極的な人工的利用を図る

ための施設は原則として持ち込まない。 
 
５つのタイプのゾーンに応じ、具体的な利用又は保全の内容を示す、８つの

機能空間を設定する。 
 
①避難空間 
沿川住民が災害時に避難するための安全な広場を確保しようとする要請に

こたえる機能空間（②、③、④及び必要に応じ、他の機能空間と重複する

場合がある）。 
②地先施設レクリエーション空間  
沿川住民のための人工的な施設利用の余暇レクリエーション空間を意味し、

例えば児童公園、近隣公園等に対する要請にこたえる機能空間（芝生、ベ

ンチ、花壇などを主体とする）。                          

③広域施設レクリエーション空間 
総合公園、広域公園的な利用を望む広域住民からの要請にこたえる機能空

間（自由広場、ねころび広場、催しもの広場、ボート場、交通公園などを

主体とする）。 
④運動・健康管理空間 
運動公園、健康管理施設的な利用を望む広域及び沿川住民からの要請にこ

たえる空間（運動広場、野球場、サッカー場、陸上競技場、テニスコート、

ゴルフ場、ゴルフ練習場、サイクリングコースなどを主体とする）。 
⑤自然レクリエーション空間 
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多摩川の自然との触れ合いを対象としたレクリエーション利用を望む広域

及び沿川住民からの要請にこたえる機能空間（野草広場、ピクニック広場、

オリエンテーリング、水遊び、ハイキングなどを主体とする）。 
⑥文教空間 
多摩川の自然との触れ合いを対象とした文教空間に対する広域及び沿川住

民からの要請にこたえる機能空間（自然観察広場、野鳥園、昆虫採集、野

草園などを主体とする）。 
⑦情操空間 
身近な自然を保全若しくは保護することで、住民の情操観念の育成に資す

る機能を有し沿川地域からの要請にこたえる空間（人為的な改変などを行

わず、自然のままの状態であるところ）。 
⑧生態系保持空間 
全人類的見地から、学術的に価値づけられる、広域的にみた貴重な生態系

を保持しようとする空間。このうち特に動植物の生息地又は生育地として

特に保全する必要があると認める区域については、河川法に基づく区域指

定を行い、本来の生態系の保全及び回復に努める。 

 

３．土地利用状況、景観及び環境との調整について 

 平成９年６月河川法が改正され、河川法の目的に環境が加えられたことを

受け、平成１１年の占用許可準則見直しについての河川審議会答申において、

「自然豊かで、貴重なオープンスペースである河川敷地については、河川環

境に配慮しつつ、個々の河川の実態に即して、適正かつ多様な利用をより一

層推進することにより、国民の河川への親しみを醸成していくことが必要と

なっている。」と記載され、現在の準則において、「河川敷地の占用は、河川

及びその周辺の土地利用の状況、景観その他自然的及び社会的環境を損なわ

ず、かつ、それらと調和したものでなければならない」（準則第十一）ことと

されている。 

さらに、現在、景観法の制定作業が進められており、同法における景観計

画との調整を図る観点から、河川区域内において景観を損なう占用施設につ

いては許可しないこととする必要があり、この点について準則規定の修正を

検討する必要がある。 
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４．市町村意見聴取制度 

（１）概要 

河川敷地は、基本的にはその周辺住民により利用されるものであり、また、

その利用形態によっては、騒音問題等の被害を被るのも周辺住民であること

等の理由から、占用の許可に当たっては、地域の意見を聴いた上で河川管理

者が判断することとしている。このため、市町村意見聴取制度を設けている。 

 

（２）手続等 

地元市町村への意見聴取は、占用の許可申請の内容を示すとともに、標準処

理期間等を勘案した上で、適切な期限を付して文書により照会。 

○　　　○　　　市　　　長　　　　　殿

○ 　○ 　地方整備局長

○○○

理由書、平面図、構造図等）

電話○○○○－○○－○○○○

注意：意見聴取に必要な項目（添付資料等を含む）は市町村と調整すること。

問い合せ先及び提出先

〒○○○－○○○○
住　　所
○○○事務所　○○○課

１．申請者

２．申請内容 占用の目的及び態様（必要に応じて河川管理者の意見書

３．資料 別添のとおり（河川法施行規則別記第八（甲）、（乙の２）等

（平成１１年８月５日付け建設省河政第６７号　事務次官通達）第五第２項（或

いは第３項）に基づき意見聴取します。

なお、意見提出については、文書にて平成○年○月○日までにお願いします。

記

番 号

年 月 日

河川法に基づく占用許可について（意見聴取）

　標記について、下記のとおり申請がありましたので、河川敷地占用許可準則
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